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定期検便から感染が確認された場合の対応(健康保菌者）

（腸管出血性大腸菌感染症・細菌性赤痢）
令和５年11月
指導監査課

（１）連絡 (2)受診指導 相談 指導

　　　〈保健所の衛生指導の際用意する書類〉
(1)　当日の子どもの健康状態
(2)  保健日誌
(3)  過去２週間分の子どもの健康状態がわかるもの（健康観察表及び保健日誌等））

(4)  過去２週間分の衛生管理チェックリスト
(5)  献立表・給食管理日誌2週間分
(6)  保存食２週間分
(7)  納入業者リスト
(8)  納入業者の自主検査成績表
(9)  直近の腸内細菌検査（検便）結果
(10)職員の健康状態がわかるもの（保育士の衛生管理チェックリスト等）

(11)入所児童のクラス毎名簿（連絡先記載分）
(12)職員の名簿・クラス配置
(13)保育所の平面図

※感染者が関わったクラス等について準備すること
※二次感染が疑われる場合又は、体調が悪い児童や職員がいる場合
　 は、ただちに保健所へ連絡し、随時報告すること

　　 （１）連絡 （２）運営 ④衛生指導 ③連絡
　　 指導 ・集団検便 　 協議

・施設の検査
・食品検査
・消毒指導など

連絡協議 　　　　　患者発生の連絡　　 衛生指導
・家族の検便
・喫食調査
・消毒指導など

※サルモネラ菌陽性の場合は、届出の必要はないが、調理担当・乳児担当・食事介助については、衛生確認できるまで

 　十分に配慮をおこなうこと
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